
危
険
物
安
全
週
間

　

〜
事
故
ゼ
ロ
へ　

ト
ラ
イ
重
ね
る

　
　
　
　
　
　
　
　

ワ
ン
チ
ー
ム
〜

　
６
月
６
日
㈰
〜
12
日
㈯
は
危
険
物

安
全
週
間
で
す
。
ガ
ソ
リ
ン
や
灯
油

な
ど
の
危
険
物
を
保
管
す
る
と
き
、

そ
れ
ぞ
れ
の
合
計
が
指
定
数
量
の
５

分
の
１
以
上
と
な
る
場
合
は
、
消
防

法
や
市
火
災
予
防
条
例
に
よ
り
さ
ま

ざ
ま
な
規
制
が
か
か
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
危
険
物
は
保
管

量
に
関
わ
ら
ず
、
直
射
日
光
の
当
た

る
場
所
や
高
温
に
な
る
場
所
は
避
け

て
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
か
ら
の
灯

油
の
流
出
事
故
が
増
え
て
い
ま
す
。

火
災
発
生
に
繋
が
る
危
険
が
あ
る
の

で
、
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
は
定
期
的
に
点

検
し
ま
し
ょ
う
。

問　
消
防
本
部
総
務
Ｇ

（
☎
85
９
６
１
１
）

介
護
予
防
の
実
態
調
査

を
行
い
ま
す

　
今
年
度
80
歳
に
な
る
方
を
対
象
に
、

健
康
状
態
や
日
常
生
活
の
様
子
に
つ

い
て
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

　
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職

員
が
ご
自
宅
を
訪
問
し
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象　
昭
和
16
年
４
月
２
日
〜
昭
和

　
17
年
４
月
1
日
生
ま
れ
の
方
で
、

　
介
護
保
険
の
認
定
を
受
け
て
い
な

　
い
方

問　
健
康
長
寿
Ｇ
（
☎
57
１
０
７
５
）

『
北
海
道
苦
情
審
査
委
員
制
度
』

を
ご
存
じ
で
す
か

　
北
海
道
が
行
っ
た
業
務
や
制
度
の

内
容
に
つ
い
て
、
自
身
の
利
害
に
関

わ
る
苦
情
が
あ
る
場
合
は
、
苦
情
審

査
委
員
に
申
し
立
て
が
で
き
、
同
委

員
が
公
正
な
立
場
か
ら
審
査
を
行
い

ま
す
。

※

申
し
立
て
の
方
法
な
ど
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
北
海
道
総
合
政
策
部
知
事
室
道

政
相
談
セ
ン
タ
ー

（
☎
011

－

204

－

５
５
２
３
）

『
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
Ｂ
』
を

実
施
す
る
法
人
を
募
集
し
ま
す

　
『
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
Ｂ
』
は
、
介

護
保
険
加
入
者
の
う
ち
一
定
の
要
件

を
満
た
す
方
が
利
用
で
き
る
日
常
生

活
で
の
支
援
や
介
護
予
防
事
業
の
一

つ
で
、
利
用
者
に
対
し
、
介
護
予
防

に
役
立
つ
30
分
以
上
の
体
操
や
施
設

ま
で
の
送
迎
、
交
流
の
場
な
ど
を
提

供
し
ま
す
。

　
市
は
、
事
業
に
か
か

る
活
動
費
な
ど
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

※

詳
し
く
は
市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
６
月
30
日
㈬

問　
高
齢
・
介
護
Ｇ

              

（
☎
85
５
７
２
０
）

市
の
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運

営
に
関
す
る
協
議
会
の
委
員

対
象　
市
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
昭
和
22
年
７
月
２
日
〜

昭
和
54
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た

方
定
員　
１
人

任
期　
８
月
１
日
㈰
〜
令
和
４
年
６

月
30
日
㈭

※

再
任
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

活
動
内
容　
年
３
回
程
度
の
会
議
へ

の
出
席
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の

運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
の
審
議

な
ど

申
込
方
法　
国
民
健
康
保
険
に
つ
い

て
の
意
見
を
800
字
以
内
の
レ
ポ
ー

ト
に
ま
と
め
、
住
所
、
氏
名
、
生

年
月
日
、
職
業
、
電
話
番
号
を
記

入
し
、
６
月
30
日
㈬
ま
で
に
提
出

問　
国
民
健
康
保
険
Ｇ

（
☎
85
１
７
７
１
）

くらしのガイド

募
集
や
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な
ど
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耐震診断の補助金制度
をご利用ください
耐震診断の補助金制度
をご利用ください
　木造住宅や一定規模の建築物の耐震診断にか
かる費用の一部を補助します。
申込方法　建築住宅グループに備え付けの意向
確認書に必要事項を記入し、図面などを持参
の上、８月31日㈫までに建築住宅グループ
※申し込み多数の場合は選考を行います。

主な条件
・一戸建て住宅または併用住宅であること
・地上２階建て以下の在来軸組工法であること
・所有者が居住する住宅であること
・昭和56年５月31日以前に着工した住宅であ
ること
・建築基準法その他の関係法令に違反がないこ
と
・市税の滞納がないこと
・暴力団員、暴力団関係事業者でないこと
補助額
補助対象費用の３分の２（上限５万円）
※２階建て以下で延床面積が500平方㍍以下の
住宅は、北海道の無料耐震診断の対象となる
ことがあります。詳しくは、胆振総合振興局
（☎㉔９５９４）に問い合わせください。

主な条件
・建築物の耐震改修の促進に関する法律で定め
る特定既存耐震不適格建築物であること
・昭和56年５月31日以前に着工した建築物で
あること
・建築基準法その他関係法令に違反がないこと
・市税の滞納がないこと
・暴力団員、暴力団関係事業者でないこと
補助額
補助対象費用の３分の２
（上限200万円）

問い合わせ　建築住宅
グループ（☎85４３９９）

◎木造住宅

◎一定規模の建築物
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